
特記仕様書 

 

１．総則     この特記仕様書は、市民安全課で使用する簡易型警告・自動通話録音機購入に

ついて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２．件名   簡易型警告・自動通話録音機の購入 

 

３．品名・数量  ２，０００台 

 

４．納入期限   令和５年８月３１日（木） 

 

５．納入場所   市川市役所第１庁舎３階 市民安全課執務室 

 

６．担 当 課   市民部 市民安全課（市川市八幡１－１－１ 第１庁舎３階） 

 

７．規 格   寸法   幅 40mm×奥行 75mm×高さ 18mm 

         材質   ABS 

         参考品 有限会社 有富商会 

簡易型自動録音機 録音チュー SM700 

 

８．機  能   受話器に設置するもので、受話器を取った際に警告音声の再生を行うもの。か

つ、音声終了後に電話をかけた側の会話内容が録音でき、録音の保存が 1 件以

上出来るもの。また、録音した会話内容を再生できること。 

 

９．納入について 契約金額には、納入・運搬に係る費用を含めること。 

契約金額には、既存品の撤去・搬出・処分費は含まないものとする。 

納入日時については、事前に担当課と協議して決定すること。 

納入の際に生じた梱包材等のゴミは持ち帰ること。 

納入に際しては、担当課職員及び契約課職員の検収を受けるものと 

する。 

 

10．その他    「７．規格」に記載する参考品以外で同等の品質、機能を有する製品により応

札する場合は、入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等

を提出し、担当部課の承諾を得ること。 

不明点は担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うものとする。 

暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 

この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書 

（「物品供給契約約款」を含む）に定めるとおりとする。 


